
４．GPA制度について

【休講および補講等について】



①　授業科目の選択は、原則的に学生の自由に委ねられています。各学科所定のカリキュラム表を参照し
て、その概略をつかんでください。

⑴　授業科目は、各学科により次のとおりに大別されます。
①　医療検査学科は、基盤教育分野・専門基礎分野・専門分野の 3 区分
②　診療放射線学科は、基盤教育分野・専門基礎分野・専門分野の 3 区分
③　口腔保健学科は、基盤教育分野・専門基礎分野・専門分野の 3 区分
④　看護学科は、基盤教育分野・専門基礎分野・専門分野・保健師課程に関する科目・教職に関

する科目の 5 区分
⑤　こども教育学科は、基盤教育分野・専門基礎分野・専門分野・専門発展分野の 4 区分

⑵　各区分の科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分けられます。各学科の授業科目について
は、カリキュラム表を参照してください。

第 4章　履修要領
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　履修登録変更期間内に、Web 履修申請をした科目について、PDF ファイルで確認し必要があれ

ば変更します。変更期間を過ぎると登録完了になります。履修登録変更期間後の変更はできません。

期間内に必ず、再度確認をしてください。

①　同一時間帯に 2 科目以上の重複履修はできません。
②　同じ年度に同一科目を履修することはできません。
③　同一科目を 2 度履修しても、卒業に必要な単位に算入されません（ただし、再履修科目につい

ては、この限りではありません）。
④　履修登録をしていない科目の履修、受験および単位の修得はできません。
⑤　一度履修登録した科目は、原則として取り消しはできません。
⑥　履修登録は本人が行ってください。
⑦　病気等やむを得ない理由により所定期間内に履修登録できない場合は、必ず教務課に連絡して

ください。事前の連絡がなく登録期間が過ぎたものは、一切受け付けできません。
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⑴　履修登録の終了した学生は、登録した科目の授業に出席しなければなりません。出席回数が授業
実施回数の３分の２未満の者は、履修したことになりませんので定期試験の受験資格が認められま
せん。また、定期試験を行わない科目の場合であっても、単位の認定を受けることはできません。
（評価は「Z」となります）
⑵　授業時間について
その学年に開講される科目についての授業時間割を、前期初めに各学科ごとに編成し、発表します。
授業は、２期（前期・後期）を通じて原則として月曜日から土曜日の６日間にわたって、５時限
制で行われます。
このように編成された授業時間割のなかから、自分の年次、クラスにしたがって、授業科目を履
修することになります。
なお、それぞれの時間帯は次のとおりです。

9：00〜10：30

10：40〜12：10

13：00〜14：30

14：40〜16：10

16：20〜17：50

第 4章　履修要領
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⑶　休講および補講について

大学は、特別な事由（学長の判断）による臨時の全学休講および教員の都合による特定の科目に

ついて休講することがあります。

また、気象警報の発表および公共交通機関の不通（交通ストライキ含む）の場合は、以下の通り

臨時休講となります。その際、直ちにポータルシステム「おしらせ情報」により通知します。

なお、授業が休講になったものについては、原則として補講を行います。補講の日程は、インフォ

メーションロビーにある学内掲示板に「補講時間割」を掲示しますので、必ず確認してください。

（※補講時間割に入らない一部の授業については、ポータルシステム「おしらせ情報」に掲載しま

すので注意してください。）

（注１）次の事項に該当する場合は、速やかに（３日以内）学生支援課まで届け出れば、その理由

（公共交通機関の運休・遅延等）によっては、公認欠席扱いとすることもあります。

①上記の気象警報または公共交通機関の不通が解消した後でも、登学が困難な場合

②上記の気象警報または公共交通機関の不通が、神戸市以外の地域に在学する学生の居住地も

しくは通学路において発生した場合

（注２）定期試験、追・再試験中の場合

上記の規定に準じます。ただし、これらの措置によって中止した試験については日程を公示

し、後日改めて実施します。

（注３）当日、電話による大学への問い合わせはいっさい控え、各自、上記の取扱い規定によって判

断してください。

【臨時休講となる条件】

気象に関する警報等が
発表・発令された場合

「特別警報（全てが対象）」、 「暴風・大雪・暴風雪警報」のいずれかが、
神戸市に発表された場合
避難勧告・避難指示（土砂災害）のいずれかが、本学キャンパスを含む
神戸市長田区に発令された場合

公共交通機関の不通の
場合

・ JR 西日本（神戸線：姫路～大阪間の全部または一部の区間）
・ 阪急電鉄（神戸線）
・ 阪神電気鉄道（阪神本線：山陽電鉄・神戸高速鉄道区間を含む）

上記のうち、２路線以上が同時に不通の場合

【授業等の開始条件および開始時限について】
解消・発表等の時刻 授業・試験の開始時限

午前 7 時までに解消されたとき 平常通り実施
午前 7 時現在、発表（発令）・不通のとき 第２時限目まで休講
午前 10 時までに解消されたとき 第３時限目より実施
午前 10 時を過ぎても、発表（発令）・不通のとき 全日休講
授業開始後に発表（発令）されたとき
（※公共交通機関の不通は除く） 原則、その時点より休講

16



⑷　欠席

　授業に欠席する場合は、以下の事項についてあらかじめ心得ておいてください。

①　出席回数が授業実施回数の2／3未満の者は、定期試験の受験資格がなくなります。

また、定期試験を行わない科目の場合であっても、単位の認定を受けることはできません。（評

価は「Z」となります）

②　病気で 1 週間以上連続して休む場合やその他やむを得ない理由により休む場合は、「欠席届」（学

生支援課に備付）を提出してください。なお、病気の場合は、医師の診断書を添えて提出する必

要があります。

③　就職活動により授業を欠席する場合は、「就職活動届」（学生支援課に備付）を提出してください。

④　やむを得ない理由で 3ヶ月以上授業に出席できない場合は、休学することができます。

⑤　定期試験中の欠席については、「追試験」（20 ページ）を参照してください。

⑥　ただし、次のような理由で授業を欠席した場合は、公認欠席として扱われます。公認欠席とな 

る場合は、「公認欠席願」（学生支援課に備付）を提出してください。

　　公認欠席の取扱い基準と公認欠席の手続き方法は、以下のとおりです。

【公認欠席手続き】

公認欠席願（学生支援課に備付）に記入し、必要書類を添えて学生支援課に提出し、 公認欠席

の認定を受け、さらに担当教員に提出してください。

【公認欠席に該当する事項】
区　分 理　　　　　　　　　由 期　間

感染症
学校において予防すべき感染症にかかり、診断書の提出がある場合

（詳細は、次表のとおり）
次表

その他

⑴　本学が認めた地域以外の交通ストや気象警報等により、登学が困難な者及び

交通機関の遅延による欠席で遅延証明書等の提出がある場合

⑵　学長が特に認めた場合

当該日

【公認欠席の上限】

１科目に適用される公認欠席の上限は次のとおりです。
授業回数 公認欠席の上限

　８回 ２回

１５回 ３回

３０回 ５回

※公認欠席に該当する事項であっても、上限を超えた場合は欠席扱いとなります。

第 4章　履修要領
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【学校において予防すべき感染症にかかっている者についての出席停止の基準】

 （学校保健安全法施行規則一部改正　令和 5 年 5 月 8 日施行）
種　類 出席停止の期間の基準

第
一
種

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症侯群（病
原体がベータコロナウイ
ルス属 SARS コロナウイ
ルスであるものに限る）
中東呼吸器症候群（病原
体がベータコロナウイル
ス属MERS コロナウイル
スであるものに限る）
特定鳥インフルエンザ
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
新感染症

○�第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。
○�第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれ
らの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施
行の状況その他の事惰により学校医その他の医師において感染のお
それがないと認めるまで。
○�第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者について
は、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて
適当と認める期間。
○�第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その
状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める
期間。

第
二
種

インフルエンザ（特定鳥
インフルエンザを除く）
百日咳
麻しん
流行性耳下腺炎
風しん
水痘
咽頭結膜熱
新型コロナウイルス感染症
（病原体がベータコロナウイ
ルス属のコロナウイルスで
あるものに限る）
結核
髄膜炎菌性髄膜炎

第二種の感染症（結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く）にかかった者に
ついては、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師におい
て感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ�．インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ
等感染症を除く）にあっては、発症した後 5日を経過し、かつ解熱
した後2日を経過するまで。
ロ�．百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は 5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ�．麻しんにあっては、解熱した後3日を経過するまで。
二�．流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が
発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ�．風しんにあっては、発しんが消失するまで。
へ�．水痘にあっては、すべての発しんが痴皮化するまで。
ト�．咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。
チ�．新型コロナウイルス感染症にあっては、発症した後5日を経過し、
かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。

第
三
種

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎�
急性出血性結膜炎

結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については、
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認める
まで。
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９．レポート試験については、レポートを決められた日時までに教務課に提出すること。

　日時を過ぎたレポートは受理しない。

許可しない。

許可しない。

24

４．提出答案は、監督者の指定する場所に置くこと。
５．試験開始後30分を経過した遅刻者には受験を許可しない。
６．試験開始後30分を経過しなければ退場を許可しない。
７．不正行為のあった者には直ちに退室を命じ、その者の当学期の定期試験、追試験及

び再試験のうち、筆記試験及びレポート試験の全授業科目の受験資格を無効とし、そ
の行為の事実を掲示により公示するほか、その他の処分を教授会により決定する。

８．試験会場では、すべて試験監督者の指示に従うこと。
９．レポート試験については、決められた日時・提出方法により、レポートを提出する

こと。日時を過ぎたレポートは受理しない。

１．学生証は必ず携帯し、監督者の指示した位置に置くこと。
２．学生証を携帯しない者は、受験を許可しない。また、当日学生証を忘れた者は、学生

支援課で仮学生証（当日限り有効）の交付を受けること。
３．答案用紙には、学年・クラス・学籍番号・氏名を注1試験開始の合図と同時に必ず正

確に記入すること。
注 1　レポート試験についても同様に記載するとともに受験科目名を必ず記載すること。

学年 クラス 学籍番号 氏名 採点

1 A 262MA12 神　戸　大　子

（記入例）

第 4章　履修要領
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※ただし、基盤教育分野の選択科目（免許・資格必修を除く）及び自由科目については、原則と

して追試験は実施しません。

※ただし、基盤教育分野の選択科目（免許・資格必修を除く）及び自由科目については、原則と

して再試験は実施しません。

また、基礎教育分野以外であっても、科目によっては再試験を実施しない場合もあります。

⑹　追試験及び再試験において、「公認欠席」に該当する欠席の場合は、教務委員会において協議

の上、再度受験を認めることがあります。

⑺　再履修

定期試験で単位認定が不可（不合格：Ｄ）となった科目は、次年度以降に再履修すること

ができます。

　※必修科目や資格取得に必要な科目は必ず再履修してください。（次年度以降に履修登録を
行ってください）

② 　上記①以外の場合の追試験手続きは、所定の期日に追試験受験願を提出し、受験料（1 科目に

つき 2,000 円）を経理課に納入してください。

所定の期日に再試験受験願を提出し、受験料（1 科目につき 2,000 円）を経理課に納入してください。

所定の手続きをせずに受験しても当該科目の単位は認定されません。

d　二親等内の忌引（証明が必要）

14

20



⑵　成績は試験終了後、「ポータルシステム」により、個人別に発表します。「ポータルシステム」は、

単位の修得状況が確認できるとともに、次回の履修計画を立てる際にも必要ですから、必ず確認し
てください。

⑶　「ポータルシステム」による成績発表時に、成績に関して疑問がある場合は、教務課に「成績評

価照合票」を提出することにより成績を照合する事が出来ます。

⑷　就職時等に提出する成績証明書には、合格した科目のみ表示しています。

⑸　学費を完納しなかったため除籍となった場合、当該学期に係る授業科目の単位は認定されません。

⑹　各年度末に保証人に「学業成績通知書」を送付する予定です。

⑴　試験の成績評価は、科目担当教員の責任において行われます。成績はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 5 段

階で評価され、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格として所定の単位が認定されます。なお、認定された科目に

ついてはＲ、受験を放棄した科目についてはＥ、受験資格なしについてはＺで表します。評価の

基準は次のとおりです。

第 4章　履修要領
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４．ＧＰＡ制度について
　本学では平成 26 年度入学生より、合格した授業科目の評価をＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で行い、成績

を平均化したＧＰＡ（Grade Point Average）を全学的に導入しています。

⑴　ＧＰＡとは
　ＧＰＡはGrade Point Averageの略称で、学生の到達度評価方法の一種です。授業科目ごとの成績

を5段階で評価し、上位より４、３、２、１、０のグレードポイントを付与してその平均値を示した

ものです。

⑵　ＧＰＡの活用方法
　学習計画の指導、成績優秀者の選考および奨学金選考の基礎資料などに活用するほか、進路指導に

も用いられます。また、学科毎に独自の活用方法を定めている場合もあります。

⑶　ＧＰＡの対象となる授業科目
　適用除外科目を除くすべての授業科目がＧＰＡの対象となります。

また、以下の科目は適用除外科目であり、ＧＰ（Grade Point）が付加されません。

１、編入学、再入学、転学または転科した際の単位認定科目

２、本学入学前に修得した単位認定科目

教育免許状や各種資格取得が目的で、卒業要件単位数に含まれない科目についても、ＧＰＡの対象と

なりますので、ご注意ください。

⑷　成績評価の評定記号と付加するＧＰ
　成績評価は評価区分のとおり点数方式で行われ、以下の評定記号（Ｓ～Ｄ、Ｅ、Ｚ、Ｒ）に応じ、そ

れぞれの評価区分に応じたＧＰが付加されます。
評価区分 評定記号 付加するＧＰ

100点～90点 Ｓ（秀） ４

89点～80点 Ａ（優） ３

79点～70点 Ｂ（良） ２

69点～60点 Ｃ（可） １

59点～0点 Ｄ（不可） ０

放棄 Ｅ（放棄） なし

受験資格なし Ｚ（不可） なし

認定 Ｒ（認定） なし
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⑸　ＧＰＡの算出方法
　ＧＰＡは、ＧＰＡ対象授業科目のうち、履修登録した科目についてそれぞれの単位にＧＰ（４、

３、２、１、０のいずれか）をかけ、その合計ポイントを、それぞれの単位数の総和で割ったものと

なっています。

　なお、放棄科目および受験資格なし科目については、ＧＰＡ算出対象とはなりません。

（例）ＧＰＡ算出方法

科目名　　　　　　　　	評定 ＧＰ 単位数
○○○論　　　	　　　		　　　　　Ｓ ４ ２単位 ４×２＝８
△△△演習　　	　　　		　　　　　Ｄ ０ １単位 ０×１＝０
×××実験　　	　　	　	　　　　　　　Ａ ３ ２単位 ３×２＝６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 ５単位 １４点
ＧＰＡ＝１４点÷５単位＝２．８

（この単位数には、Ｄの不合格科目も含みます。）

⑹　再履修した科目の成績評価
　不合格となった科目を再履修した場合は、不合格の成績評価と新たな成績評価のデータが蓄積され

ＧＰＡに反映されます。

⑺　ＧＰＡの確認方法
　履修登録期間や試験結果発表期間など、本学のポータルシステムで成績照会を行える時期にポータ

ルシステム内で確認することが出来ます。

　また、毎年３月に保護者宛に郵送する成績通知書にもＧＰＡを記載しています。

第 4章　履修要領
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